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平成 28年（2016年）

１２／１ 号
No. 1179

《
今
号
の
主
な
内
容
》

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
改
選
さ
れ
ま
し
た 

３
面

・　
年
度
上
半
期
に
お
け
る
市
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す 
４
面

２８
・　

年
度
人
事
行
政
の
運
営
な
ど
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す 
５
面

２７
・　
年
度
に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
ご
家
庭
へ
入
学
通
知
書
を
発
送
し
ま
す 
７
面

２９

者
の
自
宅
な
ど
で
差
し
押
さ
え
る

財
産
を
発
見
す
る
た
め
な
ど
に
行

う
強
制
捜
査
で
す
。

　
※（
注
２
）「
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
」と

は
、
自
動
車
な
ど
の
差
し
押
さ
え

に
お
い
て
、
滞
納
者
の
所
有
す
る

自
動
車
な
ど
の
タ
イ
ヤ
を
固
定
す

る
装
置
で
、
国
税
徴
収
法
第　
条
７１

第
５
項
に
基
づ
き
、
走
行
不
能
と

す
る
措
置
で
す
。

市
の
取
り
組

市
の
取
り
組
みみ

　

税
金
の
納
め
忘
れ
が

あ
る
方
に
は
督
促
状
を

送
付
し
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
納
付
が
無
い
方
に

は
催
告
書
を
送
付
し
、

さ
ら
に
預
貯
金
な
ど
の

財
産
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
同
調
査
の
結
果
、

財
産
が
判
明
し
た
場
合

は
、
国
税
徴
収
法
な
ど

に
基
づ
く
差
し
押
さ
え

を
執
行
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
預
貯
金
な
ど
の

財
産
が
判
明
し
な
か
っ

た
場
合
、
滞
納
整
理
の

一
環
と
し
て
、「
滞
納
者
宅
な
ど
の

捜
索
（
注
１
）」
や
「
自
動
車
（
軽

自
動
車
を
含
む
）・自
動
二
輪
車
の

タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク（
注
２
）」を
行
っ

て
い
ま
す
。
差
し
押
さ
え
た
動
産

や
不
動
産
は
公
売
を
行
い
、
滞
納

市
税
な
ど
に
充
当
し
て
い
ま
す
。

　
※
（
注
１
）「
捜
索
」
と
は
、
国

税
徴
収
法
第
１
４
２
条
に
基
づ
く

滞
納
処
分
で
、
徴
税 
吏
員 
が
滞
納

り
い
ん

率
は
前
年
度
と
同
様
の　
・
２
％

９９

と
な
り
、
滞
納
繰
り
越
し
分
を
含

め
た
徴
収
率
の
順
位
だ
け
を
見
る

と
、
多
摩　
市
で
７
位
に
位
置
し

２６

て
い
ま
す
。
比
較
的
高
い
徴
収
率

と
な
っ
た
背
景
に
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
納
税
へ
の
ご
理
解
と
ご
協

力
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
市
が
滞
納

整
理
に
努
め
た
こ
と
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
各
税
の
合
計
で

１
億
３
０
０
０
万
円
以
上
の
現
年

度
滞
納
繰
越
額
（
現
年
度
中
に
徴

収
で
き
な
か
っ
た
金
額
）
が
発
生

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き

改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

納
期
限
内
納
付
に
ご
協
力

納
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
をを

　

納
期
限
内
に
納
付
が
な
か
っ
た

方
に
は
、
督
促
状
や
催
告
書
の
送

付
、
あ
る
い
は
電
話
催
告
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
費
用
は

す
べ
て
税
金
か
ら
支
出
し
て
い
ま

す
。
納
期
限
内
納
付
を
す
る
方
が

増
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
コ
ス
ト
を

節
減
で
き
、
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
納
期
限
内
に
市
税
な
ど

を
納
め
な
い
と
、
年
率
９
・
１
％

の
延
滞
金
（
納
期
限
か
ら
１
カ
月

ま
で
は
２
・
８
％
）
が
発
生
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
お
手
持
ち

の
納
税
通
知
書
で
納
期
限
内
の
支

払
い
を
お
願
い
し
ま
す
。
各
税
・

料
ご
と
の
納
期
限
は
下
表
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
税
な
ど
の
納
付
は
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
で
き
ま
す
（
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は
、
納
期

　

都
と
市
区
町
村
で
は
、「
滞
納
は
さ
せ
な
い
・
放
置
し
な
い
・
逃

が
さ
な
い
」
の
共
通
理
念
（
オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
宣
言
）

の
も
と
、
連
携
し
て
徴
収
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
安
定
し
た
税
収
確
保
と
納
税
の
公
平
性
確
保
を
目
指
し
て
、　
１２

月
を
「
オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
」
と
位
置
付
け
、

都
と
市
区
町
村
が
連
携
し
た
広
報
や
催
告
に
よ
る
納
税
推
進
、
差

し
押
さ
え
や
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
、
捜
索
な
ど
の
滞
納
処
分
な
ど
、
多

様
な
徴
収
対
策
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・
７
７
３
０
へ
。

限
が
到
来
す
る
前
の
市
税
な
ど
の

納
付
に
限
り
ま
す
）。

　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

口

座

振

替

を

口

座

振

替

を 

ご
利
用
く
だ
さ

ご
利
用
く
だ
さ
いい

　

「
忙
し
く
て
銀
行
の
窓
口
に
行

け
な
い
」「
う
っ
か
り
税
金
を
納
め

る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

市
税
な
ど
の
未
納
が
累
積
す
る
こ

と
で
未
納
額
が
高
額
と
な
り
、
ま

す
ま
す
納
付
が
困
難
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
に
す
る
と
、
金
融
機

関
な
ど
へ
行
く
手
間
が
省
け
る
だ

け
で
な
く
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な

る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
納
期
限
が
到
来
す
る
市

税
な
ど
の
納
付
に
は
、
ぜ
ひ
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
は
次
の
方
法
で
申
し

込
み
が
で
き
ま
す
（
各
税
と
も
口

座
振
替
開
始
を
希
望
す
る
期
別
の

納
期
限
の
前
月
末
日
ま
で
に
申
し

込
む
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

　
①
市
税
な
ど
の
納
税
通
知
書
に

同
封
し
た
複
写
式
の
「
口
座
振
替

依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
・

通
帳
届
け
出
印
を
押
印
の
上
、
３

辺
を
の
り
付
け
し
て
、
ポ
ス
ト
に

投
函
し
て
く
だ
さ
い
（
そ
の
後
の

手
続
き
は
市
が
行
い
ま
す
）。「
口

座
振
替
依
頼
書
」
の
郵
送
を
ご
希

望
の
方
は
、
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
②
市
内
の
金
融
機
関
で
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は

金
融
機
関
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま

す
。
な
お
、
申
し
込
み
の
際
は
、

納
税
通
知
書
・
通
帳
・
通
帳
届
け

出
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

市
税
な
ど
の
納
付
に

市
税
な
ど
の
納
付
に 

困
っ
た
ら
ご
相
談

困
っ
た
ら
ご
相
談
をを

　
病
気
や
事
業
の
廃
止
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
市
税
な

ど
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
そ
の

ま
ま
に
せ
ず
、
同
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
電
話
相
談
も
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

日
ご
ろ
の
趣
味
活
動
で
創
作
し

た
作
品
を
展
示
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

主
催
は
生
き
が
い
健
康
の
会
。

　

【
展
示
期
間
】　

年
１
月　

日

２９

２７

（
金
）
午
前
９
時
～　
日
（
月
）

３０

正
午　
※
搬
入
が
１
月　
日（
木
）、

２６

搬
出
が　
日（
月
）、い
ず
れ
も
午

３０

後
１
時
～
３
時
。

　

【
会
場
】生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
集

会
学
習
室
１
・
２
・
４

　

【
募
集
作
品・規
格
な
ど
】
下
表

の
通
り
（
１
人
１
点
限
り
）

　

【
対
象
】　
歳
以
上
で
市
内
在
住

６０

の
方
　

【
ご
注
意
】応
募
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
。
展
示
位
置
は
主
催
者
が

指
定
し
ま
す
。
電
源
は
使
用
で
き

ま
せ
ん

　

申
し
込
み
は　
月　
１２

１７

日
（
土
）
ま
で
に
（
消

印
有
効
）、往
復
は
が
き

に
「
高
齢
者
作
品
展
参

加
」
と
明
記
し
、
作
品

の
内
容
と
大
き
さ（
縦・

横
・
高
さ
を
メ
ー
ト
ル

法
で
記
入
）・
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
電
話
番
号

を
記
入
の
上
、
〒
２
０

３
儿
０
０
３
２
、
前
沢

３
ノ
４
ノ　
、 
杉
山
義

１３

雄
宛
て
郵
送
を
。

　
詳
し
く
は
同
会
事
務

局
・
杉
山
☎
４
７
４
・

０
３
８
７
へ
。

　

市
で
は
、
魅
力
あ
る
東
久
留
米

の
商
品
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て

認
定
し
広
く
周
知
し
て
い
く
た
め
、

　
年
度
か
ら
市
商
工
会
に
「
東
久

２７留
米
市
ブ
ラ
ン
ド
認
定
事
業
」
を

委
託
し
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
２
年
目
の
今
年
は
、「
飲
食
メ
ニ

ュ
ー
」
の
応
募
・
審
査
を
行
い
、

下
表
の
５
品
目
を
「
東
久
留
米
ブ

ラ
ン
ド
」
に
認
定
し
ま
し
た
。

　
　
月
に
は
認
定
の
店
舗
で
利
用

１２
で
き
る
食
事
券
が
当
た
る
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局

で
の
放
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
東
久
留
米
市
地
域
ブ

ラ
ン
ド
認
定
委
員
会
（
市
商
工
会

内
）
☎
４
７
１
・
７
５
７
７
ま
た

は
同
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://www.e-kuru.jp/

）
へ
。

　

市
で
は
、
地
震
に
よ
る
建
物
の

倒
壊
な
ど
の
被
害
を
軽
減
す
る
た

め
に
、
昭
和　
年
５
月　
日
以
前

５６

３１

に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
や
耐
震
改
修
に
要
す
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
実
施
す
る
前
に
申
請

を
し
な
い
と
助
成
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
助
成
手
続
き
な
ど
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
施

設
建
設
課
（
市
役
所
５
階
６
番
窓

口
）
で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

【
耐
震
診
断
の
助
成
金
額
】耐
震

診
断
に
要
し
た
費
用
（
消
費
税
を

除
く
）
の
２
分
の
１
以
内
（
１
０

０
０
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）。最

大
５
万
円

　

【
耐
震
改
修
の
助
成
金
額
】耐
震

改
修
に
要
し
た
費
用
（
消
費
税
を

除
く
）
の
３
分
の
１
以
内
（
１
０

０
０
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）。最

大　
万
円

３０
　

【
助
成
対
象
住
宅
】次
の
①
～
④

す
べ
て
に
該
当
す
る
住
宅

　
①
昭
和　
年
５
月　
日
以
前
に

５６

３１

建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅

　
②
自
己
所
有
で
住
居
と
し
て
利

用
し
て
い
る

　
③
地
上
３
階
ま
で
の
戸
建
て
住

宅
（
店
舗
併
用
住
宅
を
含
む
。
地

階
は
除
く
）

　
④
耐
震
診
断
の
結
果
、
構
造
耐

震
指
標
（
I
W
値
）
が
１
・
０
未

満
で
あ
る
（
耐
震
改
修
助
成
の
場

合
の
み
）

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
５
６
へ
。

　

市
で
は
期
間
中
、
都
と
連
携
し

た
滞
納
処
分
や
横
断
幕
な
ど
の
掲

示
に
よ
る
納
税
広
報
を
行
い
ま
す
。

徴

収

の

現

徴

収

の

現

状状

　

市
で
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
財

源
の
根
幹
を
な
す
市
税
の
確
保
に

努
め
て
い
ま
す
。　

年
度
の
市
税

２７

（
市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
な
ど
）
の
徴
収

12月は「オール東京滞12月は「オール東京滞納納
STOP強化月間」でSTOP強化月間」ですす

第　

回
い
き
い
き
高
齢
者
作
品
展
の

２６
作
品
を
募
集
し
ま
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

助
成
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す

東
久
留
米
ブ
ラ
ン
ド
認
定

東
久
留
米
ブ
ラ
ン
ド
認
定
品品

（
飲
食
メ
ニ
ュ
ー
）
が
決
定
し
ま
し

（
飲
食
メ
ニ
ュ
ー
）
が
決
定
し
ま
し
たた

２８年度市税などの納期限一覧
後期高齢者
医療保険料国民健康保険税市民税・都民税

（普通徴収）
固定資産税
・都市計画税

６期（２６日）６期（２６日）害３期（２６日）１２月

７期（３１日）７期（３１日）４期（３１日）害１月

８期（２８日）８期（２８日）害４期（２８日）２月

害９期（２７日）害害３月

東久留米ブランド商品（飲食メニュー）認定店一覧
電話番号所在地店舗ブランド

認定商品

４７５・６７１５本町２－５－２ 志  乃 
し の東久留米「油揚げの辛

味噌焼き」

４７６・７０５１前沢５－１６－１１くらしの雑貨とお
昼ごはんユメノキ週替わりランチ

害本町１－４－２８つけ麺屋肉汁ひがしくる麺

４７９・４４５３新川町１－３－３２韓国料理 美  豚 
ビ トンバラ巻き（サムギョプ

サルのり巻き）
４７３・１０８８本町１－４－６串揚げ 金  太 

きん た

東久留米ピザ

第２６回いきいき高齢者作品展規格
内容種目

各種フラワー・ 藤 工芸・木目込み人形（いずれも５０cm
とう

以内×５０cm以内、和紙ちぎり絵（１０号以内）、和紙
工芸、手縫いネクタイ、革工芸、手編み、紙粘土、
押し花絵（１０号以内）、七宝焼、パッチワーク、和裁、
洋裁など

手工芸

４０cm以内×４０cm以内陶芸
縦４０cm以内×横４０cm以内×高さ７０cm以内彫刻
油絵・水彩・デッサン・版画（いずれも１０号まで）、
日本画、水墨画美術

パネル（額縁付き全紙以内）写真
半切・茶掛け（裏打ち以上）、掛け軸（条幅以内）、
額（５０cm以内×９０cm以内で釈文を付ける）、すべて
風鎮なし

書道・ペン習字

色紙または短冊短歌・俳句・俳画
絵手紙、てん刻、カリグラフィーなどその他
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市税など滞納処分の推移捜索件数

捜索件数捜索件数

差し押さえ件数

差し押さえ件数差し押さえ件数

年度
（10月末）

857857

1,4161,4161,4891,489
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